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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サブフレームのバンドル上でバンドルされた送信として送られるダウンリンク制御チャ
ネルを処理する方法であって、前記方法は、ユーザ機器（ＵＥ）によって実行され、
　間欠受信（ＤＲＸ）動作モードのオン区間内で、前記制御チャネルを監視するための１
つまたは複数の可能な開始位置を決定することと、
　前記決定に基づいて、限られた数のダウンリンクサブフレームにおいて前記制御チャネ
ルを監視することと、
　を含み、
　前記限られた数は、前記１つまたは複数の可能な開始位置の数に対応する、
　方法。
【請求項２】
　前記決定は、
　データの並列受信を阻むように設計されたダウンリンクグラントに対する制限、または
　データの並列送信を阻むように設計されたアップリンクグラントに対する制限のうちの
少なくとも一方に、少なくとも一部基づいて行われる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ダウンリンク制御チャネルの復号が成功した後に、前記オン区間内で、ダウンリンク制
御チャネルの監視をやめること、
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　前記決定することは、
　前記オン区間の第１の送信時間間隔（ＴＴＩ）にそろえられているか、または
　前記オン区間の開始からのオフセット期間にそろえられている
　のうちの少なくとも一方である、監視するための前記１つの可能な開始位置を決定する
ことを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記決定することは、
　前記ＤＲＸ動作モードのためのパラメータのシグナリングに基づいて前記制御チャネル
の監視をいつ開始するかを決定すること、
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　基地局によって、サブフレームのバンドル上でバンドルされた送信としてダウンリンク
制御チャネルを送信する方法であって、
　前記制御チャネルの監視をいつ開始するかを示す情報をユーザ機器（ＵＥ）に提供する
ことと、ここにおいて、前記情報は、間欠受信（ＤＲＸ）のオン区間とともに、前記オン
区間内で前記制御チャネルを監視するための複数の可能な開始位置を示す、
　バンドルされた送信として前記ダウンリンク制御チャネルを送ることと、
　を含む方法。
【請求項７】
　前記オン区間は、前記ダウンリンク制御チャネルのバンドリングサイズよりも長く、
　前記複数の可能な開始位置は、前記バンドリングサイズだけ離れている、
　請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記情報を提供することは、
　バンドルされた送信が続く予定であることを示すシグナリングを前記ＵＥに送ること、
　を含む、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記シグナリングは、バンドルされたグラントを示す制御チャネル中の１つまたは複数
のビットによって提供され、または、前記シグナリングは、制御またはデータ送信の１つ
または複数のビットによって提供される、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記オン区間は、前記ダウンリンク制御チャネルのバンドリングサイズよりも長く、前
記複数の可能な開始位置は、前記バンドリングサイズだけ離れている、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　請求項１から５、および１０のうちのいずれか一項の方法を実行するための手段を備え
るユーザ機器。
【請求項１２】
　コンピュータプログラムであって、
　ユーザ機器のプロセッサによって実行されると請求項１から５および１０のうちのいず
れか一項の方法を実行する命令、
　を備えるコンピュータプログラム。
【請求項１３】
　前記情報を提供することは、前記ＤＲＸの動作モードのためのパラメータのシグナリン
グを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項１４】
　請求項６から９、および１３のうちのいずれか一項の方法を実行するための手段を備え
る基地局。
【請求項１５】
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　コンピュータプログラムであって、
　基地局のプロセッサによって実行されると請求項６から９、および１３のうちのいずれ
か一項の方法を実行する命令、を備えるコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【優先権の主張】
【０００１】
　米国特許法第１１９条に基づく優先権の主張
　本特許出願は、２０１３年７月２９日に出願され、本出願の譲受人に譲渡され、参照に
より本明細書に明確に組み込まれた、「Connected Mode Design With Bundling Consider
ations」という名称の米国仮特許出願第６１／８５９、７１５号に基づく優先権を主張す
る。
【技術分野】
【０００２】
　本開示のいくつかの態様は、概してワイヤレス通信に関し、より詳細には、ユーザ機器
（ＵＥ）が接続動作モードであるときのバンドルされた送信への考慮に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信システムは、音声、データなどの、様々なタイプの通信コンテン
ツを提供するために広く展開されている。これらのシステムは、利用可能なシステムリソ
ース（たとえば、帯域幅および送信電力）を共有することによって複数のユーザとの通信
をサポートすることが可能な多元接続システムであり得る。そのような多元接続システム
の例としては、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）シ
ステム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、第３世代パートナーシッププロジェ
クト（３ＧＰＰ：3rd Generation Partnership Project）ロングタームエボリューション
（ＬＴＥ：Long Term Evolution）／ＬＴＥアドバンストシステムおよび直交周波数分割
多元接続（ＯＦＤＭＡ）システムがある。
【０００４】
　[0004]概して、ワイヤレス多元接続通信システムは、複数のワイヤレス端末のための通
信を同時にサポートすることができる。各端末は、順方向リンクおよび逆方向リンク上で
の送信を介して１つまたは複数の基地局と通信する。順方向リンク（またはダウンリンク
）は、基地局から端末への通信リンクを指し、逆方向リンク（またはアップリンク）は、
端末から基地局への通信リンクを指す。この通信リンクは、単入力単出力、多入力単出力
または多入力多出力（ＭＩＭＯ）システムを介して確立され得る。
【０００５】
　[0005]ワイヤレス通信ネットワークは、いくつかのワイヤレスデバイスの通信をサポー
トすることができるいくつかの基地局を含み得る。ワイヤレスデバイスは、ユーザ機器（
ＵＥ）を含み得る。ＵＥのいくつかの例としては、セルラーフォン、スマートフォン、携
帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレスモデム、ハンドヘルドデバイス、タブレット、ラップ
トップコンピュータ、ネットブック、スマートブック、ウルトラブックなどがある。いく
つかのＵＥは、センサー、メーター、ロケーションタグなどのリモートデバイスを含むこ
とがあるマシンタイプ通信（ＭＴＣ）ＵＥと考えられ得、基地局、別のリモートデバイス
、またはいくつかの他のエンティティと通信し得る。マシンタイプ通信（ＭＴＣ）は、通
信の少なくとも１つの端部に少なくとも１つのリモートデバイスを含んだ通信を指すこと
ができ、必ずしも人的対話を必要としない１つまたは複数のエンティティを含んだデータ
通信の形を含み得る。ＭＴＣ　ＵＥは、たとえば、公衆陸上移動ネットワーク（ＰＬＭＮ
：Public Land Mobile Networks）を通じてＭＴＣサーバおよび／または他のＭＴＣデバ
イスとのＭＴＣ通信が可能であるＵＥを含み得る。
【０００６】
　[0006]ＭＴＣデバイスなど、あるデバイスのカバレージを拡張するために、いくつかの
送信が、たとえば複数のサブフレームにわたって同じ情報が送信される、送信のバンドル
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として送られる「バンドリング」が利用され得る。
【発明の概要】
【０００７】
　[0007]本開示のいくつかの態様は、ユーザ機器（ＵＥ）が接続動作モードであるとき、
バンドルされた送信を利用するシステムに適用され得る技法および装置を提供する。
【０００８】
　[0008]本開示のいくつかの態様は、ユーザ機器（ＵＥ）によって、サブフレームのバン
ドル上バンドルされた送信として送られるダウンリンク制御チャネルを処理する方法を提
供する。この方法は、一般に、制御チャネルの監視をいつ開始するかを決定することと、
決定に基づいて、限られた数のダウンリンクサブフレームにおいて制御チャネルを監視す
ることとを含む。
【０００９】
　[0009]本開示のいくつかの態様は、基地局によって、サブフレームのバンドル上でバン
ドルされた送信としてダウンリンク制御チャネルを送信する方法を提供する。方法は、一
般に、制御チャネルの監視をいつ開始するかを示す情報をユーザ機器（ＵＥ）に提供する
ことと、バンドルされた送信としてダウンリンク制御チャネルを送ることとを含む。
【００１０】
　[0010]方法、装置、システム、コンピュータプログラム製品、および処理システムを含
む多数の他の態様が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本開示のいくつかの態様による、ワイヤレス通信ネットワークの一例を概念的に
示すブロック図。
【図２】本開示のいくつかの態様による、ワイヤレス通信ネットワークにおいてユーザ機
器（ＵＥ）と通信している基地局の一例を概念的に示すブロック図。
【図３】本開示のいくつかの態様による、ワイヤレス通信ネットワークにおいてフレーム
構造の一例を概念的に示すブロック図。
【図４】ノーマルサイクリックプレフィックスを含む２つの例示的なサブフレームフォー
マットを概念的に示すブロック図。
【図５】本開示のいくつかの態様による、間欠受信（ＤＲＸ：discontinuous reception
）モードの例示的なタイミングを示す図。
【図６】本開示のいくつかの態様による、アップリンクグラントおよびダウンリンクグラ
ントを制限する一例を示す図。
【図７】本開示のいくつかの態様による、ＤＲＸ周期のオン区間（on duration）がＴＴ
Ｉバンドリング期間よりも長い例示的なシナリオを示す図。
【図８】本開示のいくつかの態様による、ＤＲＸ周期のオン区間がＴＴＩバンドリング期
間よりも短い例示的なシナリオを示す図。
【図９】本開示のいくつかの態様による、例示的なグラントインジケーションを示す図。
【図１０】本開示のいくつかの態様による、ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信の
ための例示的な動作を示す図。
【図１１】本開示のいくつかの態様による、基地局（ＢＳ）によるワイヤレス通信のため
の例示的な動作を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　[0022]本開示の態様は、ユーザ機器（ＵＥ）が接続動作モードであるとき、バンドルさ
れた送信を利用するシステムに適用され得る技法を提供する。たとえば、技法は、バンド
リングが有効であり、いくつかの制御チャネルが限られた数のサブフレームで送信される
とき、ＵＥがそのような制御チャネルの監視をいつ開始するかを決定するのに役立ち得る
。
【００１３】
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　[0023]本明細書に記載する技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ
－ＦＤＭＡ、およびその他のネットワークなど、様々なワイヤレス通信ネットワークに使
用され得る。「ネットワーク」および「システム」という用語は、しばしば互換的に使用
される。ＣＤＭＡネットワークは、ユニバーサル地上波無線アクセス（ＵＴＲＡ：univer
sal terrestrial radio access）、ｃｄｍａ２０００などの無線技術を実装し得る。ＵＴ
ＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））、時分割同期ＣＤＭＡ（ＴＤ－ＳＣ
ＤＭＡ）、およびＣＤＭＡの他の変形態を含む。ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－２０００規
格と、ＩＳ－９５規格と、ＩＳ－８５６規格とをカバーする。ＴＤＭＡネットワークは、
モバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標）：global system for mobile c
ommunications）などの無線技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡネットワークは、発展型ＵＴ
ＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ：Evolved UTRA）、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ：Ultr
a Mobile Broadband）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、ＩＥＥＥ８
０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ
（登録商標）などの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサ
ルモバイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ：universal mobile telecommuni
cation system）の一部である。周波数分割複信（ＦＤＤ）と時分割複信（ＴＤＤ）の両
方における３ＧＰＰロングタームエボリューション（ＬＴＥ）およびＬＴＥアドバンスト
（ＬＴＥ－Ａ）は、ダウンリンク上ではＯＦＤＭＡを利用し、アップリンク上ではＳＣ－
ＦＤＭＡを利用するＥ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新しいリリースである。ＵＴＲＡ
、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ、およびＧＳＭは、「第３世代パートナ
ーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）と称する団体からの文書に記載されている。ｃｄｍ
ａ２０００およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシッププロジェクト２」（３ＧＰＰ２
）と称する団体からの文書に記載されている。本明細書において説明される技法は、上述
のワイヤレスネットワークおよび無線技術、ならびに他のワイヤレスネットワークおよび
無線技術に使用され得る。明快のために、本技法のいくつかの態様について以下ではＬＴ
Ｅ／ＬＴＥアドバンストに関して説明し、以下の説明の大部分でＬＴＥ／ＬＴＥアドバン
ストの用語を使用する。ＬＴＥおよびＬＴＥ－Ａは、一般にＬＴＥと呼ばれる。
【００１４】
　[0024]図１は、本開示の諸態様が実践され得る例示的なワイヤレス通信ネットワーク１
００を示す。たとえば、本明細書に提示する技法は、バンドリングが有効であるとき、図
１に示すＵＥがいくつかの制御チャネルの監視をいつ開始するかを決定するのに役立つよ
うに使用され得る。
【００１５】
　[0025]ネットワーク１００は、ＬＴＥネットワークまたはいくつかの他のワイヤレスネ
ットワークであってよい。ワイヤレスネットワーク１００は、いくつかの発展型ノードＢ
（ｅＮＢ）１１０と、他のネットワークエンティティとを含み得る。ｅＮＢは、ユーザ機
器（ＵＥ）と通信するエンティティであり、基地局、ノードＢ、アクセスポイントなどと
呼ばれることもある。各ｅＮＢは、特定の地理的エリアに通信カバレージを提供し得る。
３ＧＰＰでは、「セル」という用語は、この用語が使用されるコンテキストに応じて、ｅ
ＮＢのカバレージエリアおよび／またはこのカバレージエリアにサービスしているｅＮＢ
サブシステムを指すことがある。
【００１６】
　[0026]ｅＮＢは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および／または他のタイプの
セルに通信カバレージを提供し得る。マクロセルは、比較的大きい地理的エリア（たとえ
ば、半径数キロメートル）をカバーすることができ、サービスに加入しているＵＥによる
無制限のアクセスを許容する場合がある。ピコセルは、比較的小さい地理的エリアをカバ
ーすることができ、サービスに加入しているＵＥによる無制限のアクセスを許容する場合
がある。フェムトセルは、比較的小さい地理的エリア（たとえば、住宅）をカバーするこ
とができ、フェムトセルとの関連を有するＵＥ（たとえば、限定加入者グループ（ＣＳＧ
：Closed Subscriber Group）中のＵＥ）による制限付きアクセスを許容する場合がある
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。マクロセル用のｅＮＢは、マクロｅＮＢと呼ばれることがある。ピコセル用のｅＮＢは
、ピコｅＮＢと呼ばれることがある。フェムトセル用のｅＮＢは、フェムトｅＮＢまたは
ホームｅＮＢ（ＨｅＮＢ）と呼ばれることがある。図１に示す例では、ｅＮＢ１１０ａは
、マクロセル１０２ａ用のマクロｅＮＢであり得、ｅＮＢ１１０ｂは、ピコセル１０２ｂ
用のピコｅＮＢであり得、ｅＮＢ１１０ｃは、フェムトセル１０２ｃ用のフェムトｅＮＢ
であり得る。ｅＮＢは、１つまたは複数の（たとえば、３つの）セルをサポートし得る。
「ｅＮＢ」、「基地局」、および「セル」という用語は、本明細書では互換的に使用され
得る。
【００１７】
　[0027]ワイヤレスネットワーク１００は、中継局も含み得る。中継局は、上流局（たと
えば、ｅＮＢまたはＵＥ）からのデータ送信を受信し、そのデータ送信を下流局（たとえ
ば、ＵＥまたはｅＮＢ）に送信することができるエンティティである。中継局はまた、他
のＵＥに対する送信を中継することができるＵＥであり得る。図１に示す例では、中継局
１１０ｄは、ｅＮＢ１１０ａとＵＥ１２０ｄとの間の通信を容易にするためにマクロｅＮ
Ｂ１１０ａおよびＵＥ１２０ｄと通信し得る。中継局は、中継ｅＮＢ、中継基地局、リレ
ーなどと呼ばれることもある。
【００１８】
　[0028]ワイヤレスネットワーク１００は、様々なタイプのｅＮＢ、たとえば、マクロｅ
ＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、リレーｅＮＢなどを含む異種ネットワークであり得
る。これらの様々なタイプのｅＮＢは、様々な送信パワーレベル、様々なカバレージエリ
ア、およびワイヤレスネットワーク１００中の干渉に対する様々な影響を有し得る。たと
えば、マクロｅＮＢは、高い送信電力レベル（たとえば、５～４０ワット）を有し得るが
、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、およびリレーｅＮＢは、より低い送信電力レベル（たと
えば、０．１～２ワット）を有し得る。
【００１９】
　[0029]ネットワークコントローラ１３０は、ｅＮＢのセットに結合し得、これらのｅＮ
Ｂの協調および制御を実現し得る。ネットワークコントローラ１３０は、バックホールを
介してｅＮＢと通信し得る。ｅＮＢは、たとえば、ワイヤレスバックホールまたはワイヤ
ラインバックホールを介して直接または間接的に互いに通信することもできる。
【００２０】
　[0030]ＵＥ１２０（たとえば、１２０ａ、１２０ｂ、１２０ｃ）は、ワイヤレスネット
ワーク１００全体に拡散される場合があり、各ＵＥは、固定またはモバイルであり得る。
ＵＥは、アクセス端末、端末、移動局、加入者ユニット、局などと呼ばれることもある。
ＵＥは、セルラーフォン、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信
デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレスフォン、ワイ
ヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局、タブレット、スマートフォン、ネットブック、スマ
ートブック、ウルトラブックなどであり得る。図１では、両矢印付きの実線は、ダウンリ
ンクおよび／またはアップリンク上で、ＵＥと、そのＵＥにサービスするように指定され
たｅＮＢであるサービス提供ｅＮＢとの間の所望の送信を示す。両矢印付きの破線は、Ｕ
ＥとｅＮＢとの間の干渉する可能性のある送信を示す。
【００２１】
　[0031]図２は、図１の基地局／ｅＮＢの１つであり得る基地局／ｅＮＢ１１０と、図１
のＵＥの１つであり得るＵＥ１２０との設計のブロック図である。基地局１１０はＴ個の
アンテナ２３４ａ～２３４ｔを装備し得、ＵＥ１２０はＲ個のアンテナ２５２ａ～２５２
ｒを装備し得、一般にＴ≧１およびＲ≧１である。
【００２２】
　[0032]基地局１１０において、送信プロセッサ２２０は、１つまたは複数のＵＥに関し
てデータソース２１２からデータを受信し、ＵＥから受信されたＣＱＩに基づいて各ＵＥ
のために１つまたは複数の変調／コーディング方式（ＭＣＳ：modulation and coding sc
heme）を選択し、そのＵＥのために選択されたＭＣＳに基づいて各ＵＥのためにデータを
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処理（たとえば、符号化および変調）し、すべてのＵＥにデータシンボルを提供し得る。
送信プロセッサ２２０は、（たとえば、ＳＲＰＩなどのための）システム情報および制御
情報（たとえば、ＣＱＩ要求、許可、上位レイヤシグナリングなど）を処理し、オーバー
ヘッドシンボルおよび制御シンボルを提供することもできる。プロセッサ２２０は、基準
信号（たとえば、ＣＲＳ）および同期信号（たとえば、ＰＳＳおよびＳＳＳ）のための基
準シンボルを生成することもできる。送信（ＴＸ）多入力多出力（ＭＩＭＯ）プロセッサ
２３０は、適用可能な場合、データシンボル、制御シンボル、オーバーヘッドシンボル、
および／または基準シンボルに対して空間処理（たとえば、プリコーディング）を実行し
得、Ｔ個の出力シンボルストリームをＴ個の変調器（ＭＯＤ）２３２ａ～２３２ｔに提供
し得る。各変調器２３２は、出力サンプルストリームを取得するために、（たとえば、Ｏ
ＦＤＭなどのための）それぞれの出力シンボルストリームを処理し得る。各変調器２３２
はさらに、ダウンリンク信号を取得するために、出力サンプルストリームを処理（たとえ
ば、アナログに変換、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート）し得る。変調器２
３２ａ～２３２ｔからのＴ個のダウンリンク信号は、それぞれＴ個のアンテナ２３４ａ～
２３４ｔを介して送信され得る。
【００２３】
　[0033]ＵＥ１２０において、アンテナ２５２ａ～２５２ｒが、基地局１１０および／ま
たは他の基地局からダウンリンク信号を受信し得、受信信号をそれぞれ復調器（ＤＥＭＯ
Ｄ）２５４ａ～２５４ｒに与え得る。各復調器２５４は、入力サンプルを取得するために
、その受信信号を調整（たとえば、フィルタ処理、増幅、ダウンコンバート、およびデジ
タル化）し得る。各復調器２５４はさらに、受信シンボルを取得するために、（たとえば
、ＯＦＤＭなどのための）入力サンプルを処理し得る。ＭＩＭＯ検出器２５６は、すべて
のＲ個の復調器２５４ａ～２５４ｒから受信シンボルを取得し、適用可能な場合、受信シ
ンボルに対してＭＩＭＯ検出を実行し、検出されたシンボルを提供し得る。受信プロセッ
サ２５８は、検出されたシンボルを処理（たとえば、復調および復号）し、ＵＥ１２０の
ための復号されたデータをデータシンク２６０に提供し、復号された制御情報およびシス
テム情報をコントローラ／プロセッサ２８０に提供し得る。チャネルプロセッサが、ＲＳ
ＲＰ、ＲＳＳＩ、ＲＳＲＱ、ＣＱＩなどを決定し得る。
【００２４】
　[0034]アップリンク上では、ＵＥ１２０において、送信プロセッサ２６４は、データソ
ース２６２からのデータと、コントローラ／プロセッサ２８０からの（たとえば、ＲＳＲ
Ｐ、ＲＳＳＩ、ＲＳＲＱ、ＣＱＩなどを備えるレポートのための）制御情報とを受信し、
処理し得る。プロセッサ２６４は、１つまたは複数の基準信号のための基準シンボルを生
成することもできる。送信プロセッサ２６４からのシンボルは、適用可能な場合、ＴＸ　
ＭＩＭＯプロセッサ２６６によってプリコーディングされ、（たとえば、ＳＣ－ＦＤＭ、
ＯＦＤＭなどのための）変調器２５４ａ～２５４ｒによってさらに処理され、基地局１１
０に送信され得る。基地局１１０において、ＵＥ１２０および他のＵＥからのアップリン
ク信号は、アンテナ２３４によって受信され、復調器２３２によって処理され、適用可能
な場合、ＭＩＭＯ検出器２３６によって検出され、ＵＥ１２０によって送信された復号済
データおよび制御情報を取得するために受信プロセッサ２３８によってさらに処理され得
る。プロセッサ２３８は、復号済データをデータシンク２３９に提供し、復号済制御情報
をコントローラ／プロセッサ２４０に提供し得る。基地局１１０は、通信ユニット２４４
を含み、通信ユニット２４４を介してネットワークコントローラ１３０に通信し得る。ネ
ットワークコントローラ１３０は、通信ユニット２９４と、コントローラ／プロセッサ２
９０と、メモリ２９２とを含み得る。
【００２５】
　[0035]コントローラ／プロセッサ２４０および２８０は、それぞれ基地局１１０および
ＵＥ１２０における動作を指示し得る。たとえば、基地局１１０におけるプロセッサ２４
０および／または他のプロセッサ、ならびにモジュールは、図１１に示す直接動作１１０
０を行うことができる。同様に、ＵＥ１２０におけるプロセッサ２８０および／または他
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のプロセッサならびにモジュールは、図１０に示す動作１０００を行うまたは指示するこ
とができる。メモリ２４２および２８２はそれぞれ、基地局１１０およびＵＥ１２０のた
めのデータおよびプログラムコードを記憶し得る。スケジューラ２４６は、ダウンリンク
上および／またはアップリンク上のデータ送信のためにＵＥをスケジューリングし得る。
【００２６】
　[0036]ＵＥ１２０にデータを送信するとき、基地局１１０は、データ割振りサイズに少
なくとも部分的に基づいてバンドルサイズを決定し、決定されたバンドルサイズのバンド
ルされた連続リソースブロック中のデータをプリコーディングするように構成され得、こ
こにおいて、各バンドル中のリソースブロックは、共通プリコーディング行列を用いてプ
リコーディングされ得る。すなわち、リソースブロック中のＵＥ－ＲＳなどの基準信号お
よび／またはデータは、同じプリコーダを使用してプリコーディングされ得る。バンドル
されたＲＢ（リソースブロック）の各ＲＢ中のＵＥ－ＲＳのために使用される電力レベル
も同じであり得る。
【００２７】
　[0037]ＵＥ１２０は、基地局１１０から送信されたデータを復号するために、相補的（
comprementary）処理を実行するように構成され得る。たとえば、ＵＥ１２０は、連続リ
ソースブロック（ＲＢ）のバンドルにおける基地局から送信された受信データのデータ割
振りサイズに基づいてバンドルサイズを決定することと、ここにおいて、各バンドルにお
けるリソースブロック中の少なくとも１つの基準信号は共通プリコーディング行列を用い
てプリコーディングされ、決定されたバンドルサイズと基地局から送信された１つまたは
複数の基準信号（ＲＳ）とに基づいて少なくとも１つのプリコーディングされたチャネル
を推定することと、推定されたプリコーディングされたチャネルを使用して受信されたバ
ンドルを復号することと、を行うように構成され得る。
【００２８】
　[0038]図３は、ＬＴＥのＦＤＤのための例示的なフレーム構造３００を示す。ダウンリ
ンクおよびアップリンクの各々に関する送信タイムラインは、無線フレームの単位に区分
され得る。各無線フレームは、所定の持続時間（たとえば、１０ミリ秒（ｍｓ））を有す
ることができ、０～９のインデックスを有する１０個のサブフレームに区分され得る。各
サブフレームは、２つのスロットを含み得る。したがって、各無線フレームは、０～１９
のインデックスを有する２０個のスロットを含み得る。各スロットは、Ｌ個のシンボル期
間、たとえば、ノーマルサイクリックプレフィックスでは７つのシンボル期間（図３に示
す）、または拡張サイクリックプレフィックスでは６つのシンボル期間を含み得る。各サ
ブフレーム中の２Ｌ個のシンボル期間は、０～２Ｌ－１のインデックスを割り当てられ得
る。
【００２９】
　[0039]ＬＴＥでは、ｅＮＢは、ｅＮＢによってサポートされるセルごとにシステム帯域
幅の中心においてダウンリンク上で１次同期信号（ＰＳＳ：primary synchronization si
gnal）と２次同期信号（ＳＳＳ：secondary synchronization signal）とを送信し得る。
図３に示すように、ＰＳＳおよびＳＳＳは、それぞれ、ノーマルサイクリックプレフィッ
クスによる各無線フレームのサブフレーム０および５の中のシンボル期間６および５にお
いて送信され得る。ＰＳＳおよびＳＳＳは、セル探索および捕捉のためにＵＥによって使
用され得る。ｅＮＢは、ｅＮＢによってサポートされるセルごとにシステム帯域幅全体で
セル固有の基準信号（ＣＲＳ：cell-specific reference signal）を送信し得る。ＣＲＳ
は、各サブフレームのいくつかのシンボル期間において送信され得、チャネル推定、チャ
ネル品質測定、および／または他の機能を実行するためにＵＥによって使用され得る。ｅ
ＮＢは、いくつかの無線フレームのスロット１中のシンボル期間０～３において物理ブロ
ードキャストチャネル（ＰＢＣＨ：physical broadcast channel）を送信することもでき
る。ＰＢＣＨは、何らかのシステム情報を搬送し得る。ｅＮＢは、いくつかのサブフレー
ムにおいて物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ：physical downlink shared cha
nnel）上でシステム情報ブロック（ＳＩＢ：system information block）などの他のシス
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テム情報を送信し得る。ｅＮＢは、サブフレームの第１のＢ個のシンボル期間において物
理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：physical downlink control channel）上で
制御情報／データを送信し得るが、ここで、Ｂは各サブフレームに関して構成可能であり
得る。ｅＮＢは、各サブフレームの残りのシンボル期間においてＰＤＳＣＨ上でトラフィ
ックデータおよび／または他のデータを送信し得る。
【００３０】
　[0040]図４は、ノーマルサイクリックプレフィックスを有する２つの例示的なサブフレ
ームフォーマット４１０および４２０を示す。利用可能な時間周波数リソースは、リソー
スブロックに区分され得る。各リソースブロックは、１つのスロット内に１２個のサブキ
ャリアをカバーすることができ、いくつかのリソース要素を含み得る。各リソース要素は
、１つのシンボル期間内に１つのサブキャリアをカバーすることができ、実数値または複
素数値であり得る１つの変調シンボルを送るために使用され得る。
【００３１】
　[0041]サブフレームフォーマット４１０は、２つのアンテナのために使用され得る。Ｃ
ＲＳは、シンボル周期０、４、７および１１においてアンテナ０および１から送信され得
る。基準信号は、送信機および受信機によってアプリオリに知られる信号であり、パイロ
ットと呼ばれることもある。ＣＲＳは、たとえば、セル識別情報（ＩＤ）に基づいて生成
された、セルに固有の基準信号である。図４では、ラベルＲａを有する所与のリソース要
素に関して、アンテナａからはそのリソース要素上で変調シンボルが送信され得、他のア
ンテナからはそのリソース要素上で変調シンボルが送信されないことがある。サブフレー
ムフォーマット４２０は、４つのアンテナとともに使用され得る。ＣＲＳは、シンボル周
期０、４、７、および１１においてアンテナ０および１から送信され得、シンボル周期１
および８においてアンテナ２および３から送信され得る。サブフレームフォーマット４１
０とサブフレームフォーマット４２０の両方に関して、ＣＲＳは、セルＩＤに基づいて決
定され得る、均等に離間したサブキャリア上で送信され得る。ＣＲＳは、それらのセルＩ
Ｄに応じて、同じかまたは異なるサブキャリア上で送信され得る。サブフレームフォーマ
ット４１０と４２０の両方に関して、ＣＲＳに使用されないリソース要素が、データ（た
とえば、トラフィックデータ、制御データ、および／または他のデータ）を送信するため
に使用され得る。
【００３２】
　[0042]ＬＴＥにおけるＰＳＳ、ＳＳＳ、ＣＲＳ、およびＰＢＣＨは、公開されている「
Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅ
ｓｓ（Ｅ－ＵＴＲＡ）；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　Ｍｏｄｕｌａｔ
ｉｏｎ」と題する３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１に記載されている。
【００３３】
　[0043]ＬＴＥにおけるＦＤＤのダウンリンクおよびアップリンクの各々に、インターレ
ース構造が使用され得る。たとえば、Ｑが４、６、８、１０、または何らかの他の値に等
しくなり得る場合、０からＱ－１のインデックスを有するＱ個のインターレースが定義さ
れ得る。各インターレースは、Ｑ個のフレームだけ離間したサブフレームを含み得る。特
に、インターレースｑは、サブフレームｑ、ｑ＋Ｑ、ｑ＋２Ｑなどを含み得、ここにおい
て、ｑ∈｛０、．．．、Ｑ－１｝である。
【００３４】
　[0044]ワイヤレスネットワークは、ダウンリンクおよびアップリンクにおけるデータ送
信のためのハイブリッド自動再送信要求（ＨＡＲＱ）をサポートし得る。ＨＡＲＱの場合
、送信機（たとえば、ｅＮＢ）は、パケットが受信機（たとえば、ＵＥ）によって正確に
復号されるまで、または何らかの他の終了条件に遭遇するまで、パケットの１つまたは複
数の送信を送り得る。同期ＨＡＲＱの場合、パケットのすべての送信は、単一のインター
レースのサブフレームにおいて送られ得る。非同期ＨＡＲＱの場合、パケットの各送信は
、任意のサブフレームにおいて送られ得る。
【００３５】
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　[0045]ＵＥは、複数のｅＮＢのカバレージ内に位置し得る。そのＵＥにサービスするた
めに、これらのｅＮＢのうちの１つが選択され得る。サービス提供ｅＮＢは、受信信号強
度、受信信号品質、経路損失などの様々な基準に基づいて選択され得る。受信信号品質は
、信号対雑音干渉比（ＳＩＮＲ：signal to noise and interference ratio）、または基
準信号受信品質（ＲＳＲＱ：reference signal received quality）、または何らかの他
のメトリックによって定量化され得る。ＵＥは、ＵＥが１つまたは複数の干渉ｅＮＢから
の高干渉を観測し得る支配的干渉シナリオにおいて動作し得る。
バンドリングを考慮した接続モード設計
　[0046]電力消費は、スマートフォンおよび多くの他のモバイルデバイスに対して考慮す
べき重要事項である。ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）における間欠受信（ＤＲ
Ｘ）モードなど、様々な機構が電力消費を低減するのに役立つように設計されている。Ｄ
ＲＸは一般に、ＬＴＥにおいて、無線リソース制御（ＲＲＣ）接続モードの間に効率的な
電力節減が可能となるように設計される。
【００３６】
　[0047]図５は、本開示のいくつかの態様による、間欠受信（ＤＲＸ）モードの例示的な
タイミングを示す。図５に示すように、ＤＲＸモードでは、ＵＥは、送信／受信が行われ
るアクティブ期間（たとえば、アクティブ送信５０２）と、送信／受信が行われない非ア
クティブ期間（たとえば、非アクティブ期間５０４）とを交互に繰り返すことができる。
ＤＲＸモードは、たとえば、Ｏｎ区間（たとえば、onDurationタイマ５０６）、非アクテ
ィビティタイマ（たとえば、DRXInactivityタイマ５０８）、再送信タイマ、いくつかの
サブフレームに対する短いＤＲＸ周期（たとえば、短いＤＲＸ周期５１０）、および短い
周期タイマを指定する、いくつかのパラメータに従って動作し得る。
ＴＴＩバンドリング
　[0048]場合によっては、カバレージを拡張するために、送信がバンドルされ得る。たと
えば、データまたは制御情報が、サブフレームの「バンドル」上で送信され得、これは受
信の成功確率を高めることができる。ＬＴＥ　Ｒｅｌ－８／９／１０においては、送信時
間間隔（ＴＴＩ）（またはサブフレーム）バンドリングが、ＵＥごとに構成され得る。サ
ブフレームバンドリング動作は、上位層によって（たとえば、パラメータ、ttiBundling
によって）構成され得る。
【００３７】
　[0049]ＵＥに対してＴＴＩバンドリングが構成される場合、サブフレームバンドリング
動作は、アップリンク共有チャネル（ＵＬ－ＳＣＨ）に適用され得るが、他のＵＬ信号／
トラフィック（たとえば、アップリンク制御情報）には適用されることはない。いくつか
の態様によれば、バンドリングサイズは、たとえば、４サブフレームで固定され得、これ
は、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）は４つの連続したサブフレームで送信
され得ることを意味する。バンドルされたサブフレームのそれぞれにおいて、同じハイブ
リッドＡＲＱ（ＨＡＲＱ）プロセス番号が使用され得る。さらに、リソース割振りサイズ
は、最大３リソースブロック（ＲＢ）に制限され得、変調次数は、（たとえば、ＱＰＳＫ
の場合）２に設定され得る。バンドルが、たとえば、各バンドルに使用される単一のグラ
ントおよび単一のハイブリッドＡＲＱ肯定応答（acknowledgement）とともに、単一のリ
ソースとして扱われ得る。
【００３８】
　[0050]いくつかの態様によれば、バンドリングは、低レートのトラフィックに使用され
得る。ＶｏＩＰパケットが、低いアップリンクのリンクバジェットのために単一ＴＴＩで
送信され得ない場合、レイヤ２（Ｌ２）セグメンテーションが適用され得る。たとえば、
ＶｏＩＰパケットは、４つの連続したＴＴＩで送信され得る４つの無線リンク制御（ＲＬ
Ｃ：radio link control）プロトコルデータ単位（ＰＤＵ：protocol data unit）にセグ
メント化され得、十分なカバレージを実現するために、２から３のＨＡＲＱ再送信が標的
とされ得る。しかしながら、この手法は、様々な欠点を有する可能性がある。たとえば、
各セグメントの追加が、１バイトのＲＬＣ、１バイトの媒体アクセス制御（ＭＡＣ）、お
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よび３バイトのレイヤ１（Ｌ１）巡回冗長検査（ＣＲＣ）オーバヘッドを導入する（たと
えば、３３バイトのＲＬＣサービスデータユニット（ＳＤＵ）サイズを仮定すると１５％
のオーバヘッド、これは、４セグメントの場合、さらに４５％のＬ１／Ｌ２オーバヘッド
があることを意味することになる。
【００３９】
　[0051]さらに、いくつかの態様によれば、すべてのセグメントに対するＨＡＲＱ送信お
よび／または再送信は、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）にグラントを必要
とする可能性があり、これはかなりのＰＤＣＣＨリソースを消費する可能性がある。各Ｈ
ＡＲＱ送信または再送信の後に、物理ＨＡＲＱインジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）にＨ
ＡＲＱフィードバックが続く可能性がある。１０-3というＮＡＣＫ－ＡＣＫ誤り率を仮定
すると、多数のＨＡＲＱフィードバック信号が、高いパケット損失確率につながる可能性
がある。たとえば、１２ＨＡＲＱフィードバック信号が送られる場合、ＨＡＲＱフィード
バック誤り率は、約１．２＊１０-2であり得る。いくつかの態様によれば、１０-2を超え
るパケット損失率は、ＶｏＩＰトラフィックには受容できない可能性がある。
【００４０】
　[0052]いくつかの態様によれば、本明細書で提案するように、ＴＴＩバンドルにつき単
一のアップリンクグラントおよび単一のＰＨＩＣＨ信号のみを使用することは好都合であ
り、上述したシグナリングオーバーヘッドを縮小し得る。
【００４１】
　[0053]いくつかの態様によれば、中データレートの（medium data rate）ＰＵＳＣＨお
よびＵＬ　ＶｏＩＰのためのカバレージ改善が必要であり得る。さらなる態様によれば、
中データレートのＰＵＳＣＨとＵＬ　ＶｏＩＰの両方に対して１ｄＢの最小ゲインが望ま
しい可能性があり、これは、本明細書で提案するＴＴＩバンドリング強化を通じて達成さ
れ得る。さらに、Ｌ１／上位層プロトコルオーバヘッドと待ち時間（latency）の両方が
考慮され得る。
【００４２】
　[0054]いくつかの態様によれば、伝統的なＬＴＥ設計の焦点は、スペクトル効率の改善
、ユビキタスカバレージ、ＱｏＳサポートの向上などに置かれている。これは一般に、結
果として最先端のスマートフォン、タブレットなど、ハイエンドデバイスをもたらす。し
かしながら、低コスト、低レートデバイスも同様にサポートされる必要がある。ＬＴＥに
基づく低コストのマシンタイプ通信（ＭＴＣ）ＵＥは、最大帯域幅の縮小、単一の受信Ｒ
Ｆチェーン、ピークレートの低減、送信電力の低減、および／または半二重通信（half d
uplex operation）に基づいて改善され得る。
【００４３】
　[0055]低コスト要求に加えて、劣悪なカバレージエリアで低コストのデバイスをカバー
するには、（たとえば、少なくとも２０ｄＢの）カバレージ拡張が必要とされ得る。いく
つかの態様によれば、この要求を満たすために、大規模なＴＴＩハンドリングが実行され
て、２０ｄＢリンクバジェット利得を達成し得る。たとえばＤＬにおいては、物理ブロー
ドキャストチャネル（ＰＢＣＨ）、ＰＤＣＣＨ／ｅＰＤＣＣＨ、ＰＨＩＣＨ、ＰＤＳＣＨ
に対してＴＴＩバンドリングが使用され得る。さらに場合によっては、ＵＬにおいて、ラ
ンダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）、
および物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）に対してＴＴＩバンドリングが使用
され得る。いくつかの態様によれば、様々なチャネルに対しておよそ１００ＴＴＩのバン
ドリングサイズが使用され得る。
バンドリングを考慮した接続モード設計
　[0056]本開示の態様は、たとえばＵＥが接続モード（たとえば、ＤＲＸオン）であり、
バンドリングが有効であり、いくつかの制御チャネルが限られた数のサブフレームのみに
送信されるとき、ＵＥがそのような制御チャネルの監視をいつ開始するかを決定するのに
役立ち得る技法を提供した。
【００４４】
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　[0057]現在のＤＲＸ動作は一般的に、ＰＵＳＣＨに対して、バンドルされていない送信
およびサイズ４の小規模なアップリンクバンドリングで動作するように設計されている。
この場合、ＵＥは、制御チャネル復号のために各ＴＴＩを常に監視し得る。しかしながら
４というバンドリングサイズが、バンドルされた伝送を有するすべてのＤＲＸ動作に望ま
しいものであり得る。より大きいバンドリングサイズと、ＤＬチャネルとＵＬチャネルと
の両方のバンドリングとについては、本開示の態様により、本明細書で対処する、シグナ
リングおよび動作に関する設計の課題がある可能性がある。
【００４５】
　[0058]１つの設計の課題は、制御チャネル自体がバンドルされ得ることである。この問
題に対処する１つの方法は、ＤＲＸ　ＯＮ区間を制御チャネルのＴＴＩバンドリング未満
に設定することであり得る。この場合、ＵＥは、制御チャネルを復号するために、オン区
間よりも長くオンでいなければならない可能性がある。さらに、ＵＥは、大量の仮説をバ
ッファし、ブラインド復号する必要があり得る。制御チャネルがバンドルである問題に対
処する別の方法は、ＤＲＸ　ＯＮ区間を制御チャネルのＴＴＩバンドリングよりも長く設
定することであってもよい。この場合、ＵＥは、すべての制御チャネル可能性をチェック
する必要があり得る。
【００４６】
　[0059]本開示の態様は、ＵＥがＤＲＸモードであるとき、バンドルされた送信に生じる
問題に対処するための技法を提供する。そのような態様は、ＵＥの非ＤＲＸ動作にも拡張
され得る。
【００４７】
　[0060]いくつかの態様によれば、ＤＲＸ動作（または、他のアクティブモード動作）が
、バンドリングを可能にし得るが、バンドリングでデータチャネルの並列送信または受信
を妨げることもある。これは、図６に示すように、可能なＤＬグラントおよびＵＬグラン
トを制限することによって達成され得る。
【００４８】
　[0061]図６は、本開示のいくつかの態様による、アップリンクグラントおよびダウンリ
ンクグラントを制限する例を示す。たとえば、ＤＬ割当てについては、図６に６０２によ
って示すように、バンドルされたＤＬグラント６０６などのバンドルされたＤＬグラント
は、バンドルされたＰＤＳＣＨ６０８の完了まで、このユーザに許可されないことがある
。ＵＬ割当てについては、図６の６０４によって示すように、バンドルされたＵＬグラン
ト６１２の終わりとバンドルされたＰＵＳＣＨ６１４の始まりとの間にオフセット６１０
（たとえば、４ｍｓ）があるので、そのバンドルされたＵＬ送信が開始できるまで、この
ユーザにＵＬグラントが許可されないことがある領域６１６があり得る。
【００４９】
　[0062]以下に詳細に記載するいくつかの態様は、制御チャネルの監視をいつ開始するか
を決定するための方法を提供するが、図６は、限定的なスケジュールされた送信の例を提
供する。たとえば、図６に示すように、制御チャネルの監視をいつ開始するかを決定する
ことは、データの並列受信を阻むように設計されたダウンリンクグラントに対する制限、
またはデータの並列送信を阻むように設計されたアップリンクグラントに対する制限に少
なくとも一部基づいて行われ得る。
【００５０】
　[0063]図７は、ＤＲＸ　ＯＮ区間７０２が、制御チャネルのＴＴＩバンドリング７０４
よりも長い場合を示す。この場合、ＯＮ区間は、バンドルされた制御チャネル送信の１つ
または複数の開始（たとえば、複数の開始点７０６）を示すことができる。（バンドルさ
れた）制御チャネルの開始位置は、１つもしくは複数のＴＴＩ（たとえば、オフセット７
０８）だけ離れていることがある、またはバンドルサイズと同じであることがある。さら
に、ＵＥは、バンドルサイズに従ってＤＬ制御（たとえば、ＰＤＣＣＨ／ｅＰＤＣＣＨ）
監視時間を調整し得る。
【００５１】
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　[0064]図８は、ＤＲＸ　ＯＮ区間８０２が、制御チャネルのＴＴＩバンドリング８０４
よりも短い場合を示す。やはりＯＮ区間は、バンドルされた制御チャネル送信の１つまた
は複数の開始（たとえば、複数の開始点８０６）を示すことができる。（バンドルされた
）制御チャネルの開始位置は、１つもしくは複数のＴＴＩだけ離れていることがある、ま
たはバンドルサイズと同じであることがある。さらに、ＵＥは、バンドルサイズに従って
ＤＬ制御（たとえば、ＰＤＣＣＨ／ｅＰＤＣＣＨ）監視時間８０８を調整し得る。
【００５２】
　[0065]バンドルされた制御チャネルを効率的に監視する（および可能なすべての場所を
監視しなければならないことを避ける）ために、ＵＥは、バンドルされた制御チャネルに
可能な開始点（位置）を決定する必要があることがある。
【００５３】
　[0066]いくつかの態様によれば、ＵＥが、ＤＲＸ　ＯＮ期間の実際の区間にかかわらず
、１つのバンドルされた制御チャネルを監視し得る。いくつかの態様によれば、バンドル
された制御チャネルの開始点は、ＯＮ区間の第１のＴＴＩにそろえられ得る。場合によっ
ては、基地局（ｅＮＢ）は、サブフレームにそろえるためにＯＮ区間を１ｍｓに構成する
ことができる。諸態様によれば、開始点は、ＯＮ区間の開始からのオフセットＫとそろえ
られ得る。
【００５４】
　[0067]いくつかの態様によれば、実際のＵＥ起動時間（awake time）は、データと制御
の両方に対して、バンドリングサイズによって決まることがある。場合によっては、ＵＥ
がバンドルされた制御チャネルの復号に成功した後、ＵＥは、エネルギー節約のために監
視を停止するというオプションを有することができる。
【００５５】
　[0068]いくつかの態様によれば、複数のオフセット開始点があり得る。この場合、ＵＥ
　ＯＮ区間が、バンドルされたＰＤＣＣＨまたは発展型／拡張型ＰＤＣＣＨ（ｅＰＤＣＣ
Ｈ）に複数の開始点を提供し得る。いくつかの態様によれば、ＵＥは、バンドルされたＰ
ＤＣＣＨ／ｅＰＤＣＣＨがＯＮ区間内のいずれかのＴＴＩから始まり得る（たとえば、開
始点は１ＴＴＩだけ離れている）と仮定することができる。場合によっては、ＵＥは、バ
ンドルされたＰＤＣＣＨ／ｅＰＤＣＣＨが、１ＴＴＩよりも大きく離れた複数の開始位置
から始まり得ると仮定することができる。例として、ＯＮ区間が１６およびバンドルサイ
ズが２０では、ＵＥ開始位置は、位置０、８で、８だけ離れていることがある。開始位置
の数を限定するために例示的な離隔（separation）として８という開始位置が提供される
が、より短いまたはより長い離隔が使用され得る。
【００５６】
　[0069]場合によっては、たとえば図７に示すように、ＯＮ区間がＴＴＩバンドリングサ
イズよりも長いとき、ＵＥは開始点がＴＴＩバンドリングサイズと同じ量だけ離れている
と仮定することができる。例として、１６というＯＮ区間および４というバンドルサイズ
では、ＵＥ開始位置は、ＯＮ区間中の０、４、８、および１２であり得る。別の例として
、１００ｍｓというＯＮ区間および１６というバンドルサイズでは、ＰＤＣＣＨ／ｅＰＤ
ＣＣＨの開始点は、１６の倍数であり得る。この場合、ＴＴＩ０～１５からのバンドルさ
れたＰＤＣＣＨ／ｅＰＤＣＣＨの第１の復号と、ＴＴＩ１６～３１からのバンドルされた
ＰＤＣＣＨ／ｅＰＤＣＣＨの第２の復号とがあり得る。別の例として、開始点は、（１６
ＴＴＩ離隔を仮定すると）５、２１、３７など、０からの固定オフセットであってもよい
。
【００５７】
　[0070]いくつかの態様によれば、動的なオフセット決定があり得る。この場合、ＵＥは
、開始位置として正確なオフセットを決定するまで、ＯＮ区間にＴＴＩのそれぞれからバ
ンドルされた制御チャネルを復号しようと試みることができる。ＵＥが正確なオフセット
を決定した後、ＵＥは単一のバンドルされたＰＤＣＣＨ／ｅＰＤＣＣＨ復号を行う、また
はＫというステップサイズで離れた複数のＰＤＣＣＨ／ｅＰＤＣＣＨ復号を行うことがで
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きる。
【００５８】
　[0071]図９に示すように、いくつかの態様によれば、次に来るバンドルされた制御送信
（たとえば、バンドルされた制御送信９０４）があることをＵＥにシグナリングするため
に、グラントインジケータ９０２が使用され得る。図に示すように、グラントインジケー
タは、ＯＮ区間（たとえば、ＯＮ区間９０６）中に送信され得る。ＵＥは、このグラント
インジケータを監視し、適切なアクションをとることができる。たとえば、ＵＥは、イン
ジケータが０（バンドルされた制御なし）である場合、スリープに戻る、またはインジケ
ータが１（制御データプラス可能なデータ）である場合、起動を継続してバンドルされた
制御チャネルを監視することができる。多くの場合、これは、起動時間および対応する電
力消費を大幅に削減し得る。
【００５９】
　[0072]いくつかの態様によれば、グラントインジケータは、バンドルされたグラントが
あるかどうかをＵＥに示すための１つまたは複数のビットとともに新しいチャネルによっ
て与えられ得る。上記のように、これは、ほとんどの時間にグラントを有することがなく
、バンドルされた送信を監視する必要がないＵＥに、エネルギー節約をもたらすことがで
きる。
【００６０】
　[0073]いくつかの態様によれば、そのようなグラントインジケータの設計には様々なオ
プションがある。たとえば、ペイロードに関しては、バンドルされた送信に対するグラン
トがあることを示す新しい１ビットフォーマットが使用され得る。場合によっては、たと
えば、ユーザをグループに分けて、ユーザの個々のグループに対してバンドルされたＤＬ
送信があるかどうかを示すために、より多くのビットがあることがある。
【００６１】
　[0074]送信フォーマットに関しては、巡回冗長検査（ＣＲＣ）がないことがある。さら
に、いくつかの態様によれば、ウェイクアップする必要があるかどうかを示すために、パ
ワーブースティングした狭帯域ｅＰＤＣＣＨ型の表示が、２～４ビットを搬送する１ＲＢ
、シンプレックスコーディングとともに、使用され得る（たとえば、ｅＰＤＣＣＨグリッ
ドを使用することができる）。上記のように、ＵＥは、この新しいグラントインジケータ
９０２を監視することができ、グループに対してビットがオンになる（すなわち、グラン
トインジケータ９０２が１に設定される）場合、バンドルされた制御を監視し続ける。い
くつかの態様によれば、グループに対してビットがオフである（すなわち、グラントイン
ジケータ９０２が０に設定される）場合、ＵＥはスリープに戻ることができる。
【００６２】
　[0075]個々のグラントインジケータに加えて、またはその代替として、ＤＬ制御または
データ送信があるとき、１つまたは複数のビットが、ＤＬ制御を監視し続けるか、または
直ちにスリープに戻る必要があるかどうかを示すために、制御またはデータチャネルに追
加され得る。いくつかの態様によれば、ＯＮ区間が制御チャネルＴＴＩバンドリングサイ
ズを下回らない場合、ＵＥはいずれにしてもＴＴＩ区間全体を監視しなければならないの
で、ＴＴＩ区間全体の間ＯＮであり続けるには、わずかなさらなる電力消費があるにすぎ
ない。いくつかの態様によれば、ＯＮ区間がＴＴＩバンドリングサイズ未満である場合、
簡単にするために、ＵＥ（たとえば、ＭＴＣデバイス）は、限られた数のバンドルされた
ＴＴＩ送信を監視するだけでよい。
【００６３】
　[0076]いくつかの態様によれば、ＵＥがバンドルされた制御チャネルを監視する方法を
決定するために使用し得るパラメータをシグナリングするために、様々な技法が使用され
得る。例として、ｅＮＢが、拡大されたバンドリング（Ｒｅｌ８定義のバンドリング以降
）の有無にかかわらず、ＵＥのためにＤＲＸパラメータの様々なセットをシグナリングさ
れ得る。いくつかの態様によれば、パラメータの第１のセットが、バンドリングおよび限
られたレガシーバンドリング設計（たとえば、サイズ４を有するＲｅｌ８　ＵＬバンドリ
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ング）のないＵＥに適用され得る。さらなる態様によれば、パラメータの第２のセットが
、ＤＬチャネルバンドリングおよびＭＴＣバンドリングなど、新しい拡大されたバンドリ
ングのあるＵＥに適用され得る。たとえば、拡大されたバンドリングをサポートするＵＥ
については、ｅＮＢは、バンドリングおよび限定されたレガシーバンドリング設計をサポ
ートしないＵＥと比べてＤＲＸ動作のための異なる開始点および区間をＵＥにシグナリン
グすることができる。
【００６４】
　[0077]別の例として、同様のシグナリング機構が使用され得るが、ＵＥは、バンドリン
グに応じて様々にシグナリングを解釈することができる。たとえば、ｅＮＢは、１６とい
うバンドリングサイズを有するＵＥのために、２０ｍｓというＯＮ区間をやはり信号で伝
えることができ、ＵＥは、２つの可能なＰＤＣＣＨ／ｅＰＤＣＣＨ開始点についてＴＴＩ
＝０、およびＴＴＩ＝１６で制御を監視することができる。
【００６５】
　[0078]いくつかの態様によれば、バンドリングは、ＤＬ制御、ＤＬデータ、ＵＬ制御、
およびＵＬデータに適用され得る。これまで、主としてバンドルされたＤＬ制御チャネル
監視について検討した。しかしながら、ＤＬまたはＵＬ方向にかかわらず、ＵＥが送信ま
たは受信中である限り、ＵＥはＤＲＸの代わりにアクティブ状態に入り得る。したがって
、ＵＥは、ＤＬ制御を監視しなければならない可能性がある。上記のように、大規模なＴ
ＴＩバンドリングのために、各ＴＴＩを開始点とするＰＤＣＣＨ／ｅＰＤＣＣＨを監視す
ることは、計算集約的（computational intensive）であり得る。
【００６６】
　[0079]しかしながら、いくつかの態様によれば、本明細書に提示する技術を利用するこ
とによって、アクティブ状態であっても、ＵＥが、いくつかのＴＴＩにおいてのみバンド
ルされたＰＤＣＣＨ／ｅＰＤＣＣＨを監視するよう（たとえば、さらに各ＴＴＩから始ま
るＰＤＣＣＨ／ｅＰＤＣＣＨを監視しないことを）シグナリングされ得る。例として、Ｕ
Ｅは、サブフレーム０から１５でＭ＝１６のバンドルサイズを有するＵＬを送信しており
、またバンドルサイズＮ＝８で各ＴＴＩにＰＤＣＣＨを監視していることがあり、ＵＥは
、サブフレーム０およびサブフレーム７でＰＤＣＣＨを監視しさえすればよいことを（仕
様またはシグナリングを介して）知ることができる。同様に、ＵＥがバンドルされたＰＤ
ＳＣＨを受信している場合、ＵＥは、ＴＴＩごとに始まるすべてのバンドルされたＰＤＣ
ＣＨ／ｅＰＤＣＣＨを監視する必要がないことがある。
【００６７】
　[0080]ある態様によれば、上に提示する例示的な技法はＤＲＸ動作の状況であったが、
これらの技法は、ＤＲＸ動作のない接続されたＵＥにも同様に拡張され得る。たとえば、
ＵＥが、各ＴＴＩから始まる監視制御に代わって、バンドルされた制御監視のための固定
開始点またはバンドルされたＰＤＣＣＨ／ｅＰＤＣＣＨ監視のための異なるオフセットを
有し得る。さらに、いくつかの態様によれば、ＰＤＣＣＨ／ｅＰＤＣＣＨのためのバンド
ルされた送信の開始点とＰＤＳＣＨとの間につながりがあることがある。
【００６８】
　[0081]図１０は、サブフレームのバンドルにわたってバンドルされた送信として送られ
るダウンリンク制御チャネルを処理するために、ユーザ機器（ＵＥ）１２０などのＵＥに
よって行われる例示的な動作１０００を示す。動作１０００は、ＵＥが制御チャネルの監
視をいつ開始するかを決定する１００２から始まる。１００４においてＵＥは、決定に基
づいて、限られた数のダウンリンクサブフレームにおいて制御チャネルを監視する。
【００６９】
　[0082]いくつかの態様によれば、ＵＥは、サブフレームのバンドル上でバンドルされた
送信として設定されたダウンリンクチャネルを受信し得る。ＵＥは、ダウンリンク制御チ
ャネルの復号が成功した後、オン区間内でダウンリンク制御チャネルを監視することをや
めることもでき、これは処理電力を節約するのに役立ち得る。
【００７０】
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　[0083]いくつかの態様によれば、ＵＥは、データの並列受信を阻むように設計されたダ
ウンリンクグラントに対する制限に、および／またはデータの並列送信を阻むように設計
されたアップリンクグラントに対する制限に少なくとも一部基づいて、制御チャネルの監
視をいつ開始するかを決定することができる。
【００７１】
　[0084]いくつかの態様によれば、ＵＥは、間欠受信（ＤＲＸ）動作モードのオン区間内
で、制御チャネルの監視をいつ開始するかを決定することができる。場合によっては、決
定することは、オン区間内で制御チャネルを監視するための複数の可能な開始位置を決定
することを含む。
【００７２】
　[0085]いくつかの態様によれば、ＵＥは、オン区間の第１の送信時間間隔（ＴＴＩ）に
そろえられている、またはオン区間の開始からのオフセット期間にそろえられている、の
うちの少なくとも一方である監視のための開始位置を決定することができる。場合によっ
ては、複数の可能な開始位置が、少なくとも１つの送信時間間隔（ＴＴＩ）だけ離れてい
ることがある。場合によっては、オン区間は、ダウンリンク制御チャネルのバンドリング
サイズよりも長いことがあり、可能な開始位置は、バンドリングサイズだけ離れている。
【００７３】
　[0086]いくつかの態様によれば、ＵＥは、ダウンリンク制御チャネルが復号に成功する
まで、オン区間おいて復号することによって開始位置を決定し得、開始位置に基づいて１
つまたは複数の後続のダウンリンク制御チャネルを復号する。いくつかの態様によれば、
ＵＥが、ＤＲＸ動作モードのためのパラメータのシグナリングに基づいて制御チャネルの
監視をいつ開始するかを決定することができる。
【００７４】
　[0087]いくつかの態様によれば、ＵＥは、バンドルされた送信が続く予定であることを
示すシグナリングを受信し、このシグナリングに基づいて開始位置を決定することができ
る。そのような場合、ＵＥは、そのようなシグナリングが受信されなかった後にインスタ
ンスを監視する際に、少なくともある期間の間、ダウンリング制御チャネルの監視をやめ
ることができる。そのようなシグナリングは、バンドルされたグラントを示す制御チャネ
ル中の１つまたは複数のビットによって提供され得る。いくつかの態様によれば、シグナ
リングは、制御またはデータ送信の１つまたは複数のビットによって提供され得る。
【００７５】
　[0088]図１１は、サブフレームのバンドルにわたってバンドルされた送信としてダウン
リンク制御チャネルを送るために、基地局（ＢＳ）１１０などのＢＳによって行われる例
示的な動作１１００を示す。動作１１００は、ＢＳがＵＥに、制御チャネルの監視をいつ
開始するかを示す情報を提供する１１０２から始まる。１１０４においてＢＳは、バンド
ルされた送信としてダウンリンク制御チャネルを送る。
【００７６】
　[0089]いくつかの態様によれば、情報を提供することは、グラントを送信することを含
むことができ、グラントは、データの並列受信またはデータの並列送信のうちの少なくと
も一方を阻むように制限される。いくつかの態様によれば、情報は、間欠受信（ＤＲＸ）
オン区間とともに、オン区間内で制御チャネルを監視するために複数の可能な開始位置を
示す。いくつかの態様によれば、複数の可能な開始位置は、少なくとも１つの送信時間間
隔（ＴＴＩ）だけ離れている。
【００７７】
　[0090]いくつかの態様によれば、情報を提供することは、ＤＲＸ動作モードのためのパ
ラメータのシグナリングを含む。場合によっては、情報を提供することは、バンドルされ
た送信が続く予定であることを示すシグナリングをＵＥに送ることを含む。いくつかの態
様によれば、シグナリングは、バンドルされたグラントを示す制御チャネル中の１つまた
は複数のビットによって提供される。場合によっては、シグナリングは、制御またはデー
タ送信の１つまたは複数のビットによって提供される。
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【００７８】
　[0091]本明細書で使用する、項目のリスト「のうちの少なくとも１つ」に言及するフレ
ーズは、単一のメンバを含む、それらの項目の任意の組合せを指す。一例として、「ａ、
ｂ、またはｃのうちの少なくとも１つ」は、ａと、ｂと、ｃと、ａ－ｂと、ａ－ｃと、ｂ
－ｃと、ａ－ｂ－ｃとを包含するものとする。
【００７９】
　[0092]上述した方法の様々な動作は、対応する機能を実行することが可能な任意の好適
な手段によって実行され得る。それらの手段は、限定はしないが、回路、特定用途向け集
積回路（ＡＳＩＣ）、またはプロセッサを含む、様々なハードウェアおよび／またはソフ
トウェア／ファームウェア構成要素および／またはモジュールを含み得る。概して、図に
示されている動作がある場合、それらの動作は、任意の好適な対応するカウンターパート
のミーンズプラスファンクション構成要素によって実行され得る。
【００８０】
　[0093]たとえば、決定するための手段および／または監視するための手段は、図２に示
すユーザ端末１２０の、受信プロセッサ２５８、コントローラ／プロセッサ２８０など、
１つまたは複数のプロセッサを含むことができる。受信するための手段は、図２に示すユ
ーザ端末１２０の、受信プロセッサ（たとえば、受信プロセッサ２５８）および／または
（１つもしくは複数の）アンテナ２５２を含むことができる。提供するための手段および
送るための手段は、図２に示すｅＮＢ　１２０の、送信プロセッサ（たとえば、送信プロ
セッサ２２０）、および／または（１つもしくは複数の）アンテナ２３４を含むことがで
きる。
【００８１】
　[0094]情報および信号は様々な異なる技術および技法のうちのいずれかを使用して表す
ことができることを、当業者なら理解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって言
及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、
電圧、電流、電磁波、磁場もしくは磁性粒子、光場もしくは光学粒子、またはそれらの組
合せによって表され得る。
【００８２】
　[0095]さらに、本明細書の開示に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジ
ュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、ソフトウェア／ファ
ームウェア、またはそれらの組合せとして実装され得ることを、当業者は諒解されよう。
ハードウェアとソフトウェア／ファームウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な
例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップについて、上記では概
してそれらの機能に関して説明した。そのような機能をハードウェアとして実装するか、
ソフトウェア／ファームウェアとして実装するかは、特定の適用例および全体的なシステ
ムに課される設計制約に依存する。当業者は、説明した機能を特定の適用例ごとに様々な
方法で実装し得るが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるものと
解釈すべきではない。
【００８３】
　[0096]本明細書の開示に関して説明された様々な例示的な論理ブロック、モジュール、
および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積
回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプロ
グラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要
素、あるいは本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せ
を用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、
代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントロ
ーラ、または状態機械であり得る。また、プロセッサは、コンピューティングデバイスの
組合せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ
、ＤＳＰコアと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のその
ような構成として実現され得る。



(18) JP 6768508 B2 2020.10.14

10

20

30

40

50

【００８４】
　[0097]本明細書の開示に関して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハ
ードウェアで実施されるか、プロセッサによって実行されるソフトウェア／ファームウェ
アモジュールで実施されるか、またはそれらの組合せで実施され得る。ソフトウェア／フ
ァームウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯ
Ｍメモリ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）メモリ、相変化メモリ、レジスタ、ハードディスク
、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または当技術分野で知られている任意の他の形
態の記憶媒体中に常駐し得る。例示の記憶媒体は、その記憶媒体からプロセッサが情報を
読み取り、その記憶媒体にプロセッサが情報を書き込むことができるようにプロセッサに
連結される。代替として、記憶媒体はプロセッサと一体化され得る。プロセッサおよび記
憶媒体はＡＳＩＣ内に存在し得る。ＡＳＩＣはユーザ端末中に存在し得る。代替形態では
、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末内の個別構成要素として存在し得る。
【００８５】
　[0098]１つまたは複数の例示的な設計では、説明した機能は、ハードウェア、ソフトウ
ェア／ファームウェア、またはそれらの組合せで実装され得る。ソフトウェア／ファーム
ウェアで実装した場合、機能は、１つもしくは複数の命令もしくはコードとしてコンピュ
ータ可読媒体上に記憶されるか、またはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。コ
ンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易
にする任意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、
汎用コンピュータまたは専用コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒
体とし得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯ
Ｍ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ／ＤＶＤ、または他の光ディスクストレージ、磁気ディスクスト
レージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望
のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用され得、汎用もしくは専用コン
ピュータ、または汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る、任意の他の媒
体を備えることができる。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる
。たとえば、ソフトウェア／ファームウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツ
イストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、または赤外線、無線、およびマイクロ波な
どのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから
送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤
外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細
書で使用されるディスク（disk）およびディスク（disc）は、コンパクトディスク（disc
）（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多
用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク（disk）およびＢｌ
ｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク（disc）を含み、ディスク（disk）は、通常、データを
磁気的に再生し、ディスク（disc）は、データをレーザーで光学的に再生する。上記の組
合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
【００８６】
　[0099]本開示についての以上の説明は、いかなる当業者も本開示を作成または使用する
ことができるようにするために提供される。本開示への種々の修正は当業者には容易に明
らかとなり、本明細書で規定された一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱するこ
となく他の変形形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明する例およ
び設計に限定されるものではなく、本明細書で開示する原理および新規の特徴に合致する
最も広い範囲を与えられるべきである。
　以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　ユーザ機器（ＵＥ）によって、サブフレームのバンドル上でバンドルされた送信として
送られるダウンリンク制御チャネルを処理する方法であって、
　前記制御チャネルの監視をいつ開始するかを決定することと、
　前記決定に基づいて、限られた数のダウンリンクサブフレームにおいて前記制御チャネ
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ルを監視することと、
　を含む方法。
［Ｃ２］
　前記決定は、
　データの並列受信を阻むように設計されたダウンリンクグラントに対する制限、または
　データの並列送信を阻むように設計されたアップリンクグラントに対する制限のうちの
少なくとも一方に、少なくとも一部基づいて行われる、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記決定することは、
　間欠受信（ＤＲＸ）動作モードのオン区間内で、前記制御チャネルの監視をいつ開始す
るかを決定すること、
　を含む、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記決定することは、
　前記オン区間内で前記制御チャネルを監視するための複数の可能な開始位置を決定する
こと、
　を含む、Ｃ３に記載の方法。
［Ｃ５］
　ダウンリンク制御チャネルの復号が成功した後に、前記オン区間内で、ダウンリンク制
御チャネルの監視をやめること、
　をさらに含む、Ｃ３に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記決定することは、
　前記オン区間の第１の送信時間間隔（ＴＴＩ）にそろえられているか、または
　前記オン区間の開始からのオフセット期間にそろえられている
　のうちの少なくとも一方である、監視するための開始位置を決定することを含む、Ｃ３
に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記複数の可能な開始位置は、少なくとも１つの送信時間間隔（ＴＴＩ）だけ離れてい
る、Ｃ６に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記オン区間は、前記ダウンリンク制御チャネルのバンドリングサイズよりも長く、
　前記可能な開始位置は、前記バンドリングサイズだけ離れている、
　Ｃ７に記載の方法。
［Ｃ９］
　前記決定することは、
　ダウンリンク制御チャネルが復号に成功するまで、オン区間において復号することによ
って開始位置を見つけることと、
　前記開始位置に基づいて１つまたは複数の後続のダウンリンク制御チャネルを復号する
ことと、
　を含む、Ｃ３に記載の方法。
［Ｃ１０］
　前記決定することは、
　前記ＤＲＸ動作モードのためのパラメータのシグナリングに基づいて前記制御チャネル
の監視をいつ開始するかを決定すること、
　を含む、Ｃ３に記載の方法。
［Ｃ１１］
　前記決定することは、
　バンドルされた送信が続く予定であることを示すシグナリングを受信すること、
　を含む、Ｃ１に記載の方法。
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［Ｃ１２］
　シグナリングが受信されなかった後にインスタンスを監視する際に、少なくともある期
間の間、ダウンリンク制御チャネルの監視をやめること、
　をさらに含む、Ｃ１１に記載の方法。
［Ｃ１３］
　前記シグナリングは、バンドルされたグラントを示す制御チャネル中の１つまたは複数
のビットによって提供される、Ｃ１１に記載の方法。
［Ｃ１４］
　前記シグナリングは、制御またはデータ送信の１つまたは複数のビットによって提供さ
れる、Ｃ１１に記載の方法。
［Ｃ１５］
　基地局によって、サブフレームのバンドル上でバンドルされた送信としてダウンリンク
制御チャネルを送信する方法であって、
　前記制御チャネルの監視をいつ開始するかを示す情報をユーザ機器（ＵＥ）に提供する
ことと、
　バンドルされた送信として前記ダウンリンク制御チャネルを送ることと、
　を含む方法。
［Ｃ１６］
　前記情報を提供することは、グラントを送信することを含み、グラントは、データの並
列受信またはデータの並列送信のうちの少なくとも一方を阻むように制限される、Ｃ１５
に記載の方法。
［Ｃ１７］
　前記情報は、間欠受信（ＤＲＸ）オン区間で、前記オン区間内に前記制御チャネルを監
視するための複数の可能な開始位置を示す、Ｃ１５に記載の方法。
［Ｃ１８］
　前記複数の可能な開始位置は、少なくとも１つの送信時間間隔（ＴＴＩ）だけ離れてい
る、Ｃ１７に記載の方法。
［Ｃ１９］
　前記オン区間は、前記ダウンリンク制御チャネルのバンドリングサイズよりも長く、
　前記可能な開始位置は、前記バンドリングサイズだけ離れている、
　Ｃ１７に記載の方法。
［Ｃ２０］
　前記情報を提供することは、
　前記ＤＲＸ動作モードのためのパラメータのシグナリング
　を含む、Ｃ１７に記載の方法。
［Ｃ２１］
　前記情報を提供することは、
　バンドルされた送信が続く予定であることを示すシグナリングを前記ＵＥに送ること、
　を含む、Ｃ１５に記載の方法。
［Ｃ２２］
　前記シグナリングは、バンドルされたグラントを示す制御チャネル中の１つまたは複数
のビットによって提供される、Ｃ２１に記載の方法。
［Ｃ２３］
　前記シグナリングが、制御またはデータ送信の１つまたは複数のビットによって提供さ
れる、Ｃ２１に記載の方法。
［Ｃ２４］
　ユーザ機器（ＵＥ）によって、サブフレームのバンドル上でバンドルされた送信として
送られるダウンリンク制御チャネルを処理するための装置であって、
　前記制御チャネルの監視をいつ開始するかを決定し、前記決定に基づいて、限られた数
のダウンリンクサブフレームにおいて前記制御チャネルを監視するように構成された少な
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くとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサと結合されたメモリと、
　を備える装置。
［Ｃ２５］
　基地局によって、サブフレームのバンドル上でバンドルされた送信としてダウンリンク
制御チャネルを送信するための装置であって、
　前記制御チャネルの監視をいつ開始するかを示す情報をユーザ機器（ＵＥ）に提供し、
バンドルされた送信として前記ダウンリンク制御チャネルを送るように構成された少なく
とも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサと結合されたメモリと、
　を備える装置。

【図１】 【図２】
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